
病児・病後児保育室

あいあいケア

病児保育を希望する⽅は

事前に登録⼿続きを⾏います。
登録申請書等の記⼊をお願いします。

利⽤⽇前⽇までに、お電話にて
お申込みください。
お⼦様の様⼦・空き状況を確認
します。

098-987-8762

１⽇
（５時間以上）

半⽇
（５時間未満

⾷事代
（おやつ込）

２,000円

５00円

+⾷事代

H O U R S  O F  U S E

A B O U TP R I C E

R E S E R V E

お⼦さまが病気または病気の回復期に

あり、集団⽣活が困難な期間におい

て、保護者が就労しているなどの理由

で⾃宅での養育が困難な場合に、保育

施設でお預かりする事業です。

098-987-8762

aiaij imu＠yahoo.co.jp

〒904-0304 �

沖縄県沖縄市東１-３１-１
あいあい保育園美原園３階

病児・病後児保育のご案内利⽤料

利⽤時間

利⽤定員 ３名

9 : 0 0
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1 7 : 0 0
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年末年�

旧盆

�霊の⽇

⽉〜⾦ お休み

１,000円
+⾷事代

※利⽤可能⼈数を超えた場合など、
 施設の状況により利⽤できない
 こともあります。

ご予約⽅法

※お弁当・おやつ・飲み物 

 持ち込み可能です。

※⾷物アレルギーのある

 お⼦さまは⾷事をご持参

 ください。

⼿続きで必要なもの

・⺟⼦⼿帳

・健康保険証

・こども医療費助成⾦受給資格者証

利⽤⽇当⽇にお⽀払いください

利⽤の対象：⽣後４ヶ⽉〜⼩学校６年⽣まで



・⾵邪、消化不良（多少性下痢）等、
 お⼦さんが⽇常かかる病気
・喘息等の慢性疾患
・熱傷等の外傷性疾患

下記の感染症疾患
・インフルエンザA型B型・⾵疹・百⽇咳
・溶連菌感染症・胃腸炎・ヘルパンギーナ
・⼿⾜⼝病（熱38.5℃以内）
・伝染性紅斑（リンゴ病）
・咽頭結膜炎（プール熱）
・流⾏性⽿下腺炎（おたふく⾵邪）
・伝染性膿痂疹（とびひ）
・マイコプラズマ感染症

※上記に掲載されている病気であっても、他の病児の
状況によってはお預かりができないことがあります

⾵邪
インフルエンザ
おたふく⾵邪

⼿⾜⼝病
プール熱（咽頭結膜炎）

ヘルパンギーナ
⽔ぼうそう（帯状疱疹）

溶連菌感染症
りんご病（伝染性紅斑）

細菌性胃腸炎
（サルモネラなど）

ウイルス性腸炎
上記の病気以外

解熱傾向が⾒られたら（38℃以下）
解熱して１⽇⽬から症状の回復傾向がみられたら
発症後３⽇⽬から症状の回復傾向がみられたら
発症後１⽇⽬から（熱が38℃以下）
解熱して症状の回復傾向がみられたら
解熱して症状の回復傾向がみられたら
発病後４⽇⽬から症状の回復傾向がみられたら
抗⽣剤を飲み始めて２４時間以上経過してから
希望があれば
嘔吐や下痢の症状が落ち着いたら

嘔吐や下痢の症状が落ち着いたら
発症時より症状の憎悪なく回復傾向がみられたら

 家庭連絡票
 服⽤中のお薬
（１回分を⼩分けに持参してください）
 投薬についての同意書・連絡票
 着替え（着脱しやすいもの４∼５枚、
 おむつ５∼６枚、⼿拭き２∼３枚、
 汚れ物⼊れのビニール袋）
 ミルク（哺乳瓶は必要本数）
 またはマグカップ

持ち物リスト

・⾵邪、消化不良（多少性下痢）等、
 お⼦さんが⽇常かかる病気
・⾵疹等の伝染性の疾患で、かかりつけの
 医師が感染の⼼配はないが保育園等の集団
 ⽣活は難しいと判断したとき
・喘息等の慢性疾患
・熱傷等の外傷性疾患

※発熱が３８度を超え、朝からぐったりし、⾷事が
 とれない症状や伝染性の初期の時、利⽤当⽇に
 症状がぶり返すなど再度受診が必要と思われる
 場合は、お預かり出来ない場合があります。

・38.5度以上の⾼熱
 （発熱当⽇のお預かりはなし）
・意識混濁
・喘息の重篤な発作（急性発作）
・原因不明で２週間以上続く咳
・けいれん後４８時間以上経過していない
・経⼝接種が全くできない
・嘔吐・下痢の症状が継続していて著しい脱⽔
 症状（おしっこが出ない等）
・点滴・注射等の医療⾏為を必要とする⼜は
 してきた場合
・１歳の誕⽣⽇を過ぎてMR（⿇疹・⾵疹ワク
 チン）⽔痘ワクチン・BCG未接種のお⼦さん
・新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者及び
 疑いのある⽅
・かかりつけ医等の診察により、利⽤が困難と
 判断された場合

申し込み可能な病気等

病児保育室 病後児保育室

対象となる病気と回復期の考え⽅

医師連絡票があっても下記を総合的に判断
し、お預かりできない場合があります。

病児受け⼊れられない症状等

病気の「回復期（※）」で、集団⽣活
が困難な期間において、⼀時的に保育
を⾏います。
※回復期…医療機関による⼊院加療の
必要はないが、安静の確保に配慮する
必要があり、集団⽣活が困難な状態。

病気の「回復期に⾄らない場合」
で、当⾯の症状の急変が認められ
ない場合において、⼀時的に保育
を⾏います。

病後児保育受⼊れ基準


